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（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 
労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク） 一覧 

 

 

 

 

 

   
    

総務課 

 
・管理、人事、会計、福利厚生、研修 
・情報公開制度と個人情報保護制度 

        
   

     
    総務部    
   

      
   

      
   

   

労働保険徴収室 

 
労働保険関係の成立・消滅、労働保険料の徴
収、労働保険事務組合の認可・監査 

        
        
        
          

   
      

・働き方改革の推進 
・総合的ハラスメント対策の一体的実施 
・女性の活躍推進と均等関係法令の履行確保 
・紛争解決制度の円滑な運営 

（個別労働関係紛争の解決の促進、均等関係法
令に基づく紛争解決の援助） 

・賃金制度、退職金制度に関する相談 
・局内総合的施策の企画・調整、広報 

   
 

雇用環境・均等室 
    

        
   

     
           

      

          

       
監督課 

 ・長時間労働の是正対策 
・労働条件の確保・改善対策         

長
野
労
働
局 

 
       

 
    

健康安全課 
 

労働災害の防止対策、労働者の健康確保対策      
 

     
  労働基準部   
 

      
        

   

賃金室 
 

最低賃金の周知対策      
 

     
     
 

       

       
労災補償課 

 
労災保険事業、被災労働者の社会復帰対策 

        

          

       
職業安定課 

需給調整事業室 

 
職業紹介・指導、雇用保険事業、民営職業紹介・
労働者募集・労働者派遣事業の許可・監督、若年
者雇用対策 

        

   
       

             
    

職業対策課 
 

高齢者雇用対策、障害者雇用対策、外国人雇用対
策、各種助成金等支給業務 職業安定部       

   
    

          
       

          
       

訓練室 
 ・職業能力開発（職業訓練・ジョブカード制度） 

・生活困窮者支援 
・人材開発支援助成金の支給業務         

          

    
労働基準監督署 

   労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督指
導、職場の安全衛生・健康管理に関する指導、労
災保険の給付（業務災害、通勤災害）           

         
    ハローワーク 

（公共職業安定所） 

   求職受理、求人受理、職業相談、職業紹介、雇用
保険の適用・給付（失業給付、教育訓練給付
等）、雇用促進等の各種助成金申請受理        

       

 

長野労働局は、長野県における労働関係行政を総括する国の行政機関（厚生労働省の出先機関）で

す。長野労働局は、地域における総合労働行政機関としての機能を発揮し、働く意欲を有するすべての

人たちが、その意欲や能力を十分に発揮できる就業を実現するとともに、仕事と生活の調和を図り、安

全と健康、良質な労働環境など安心して働くことのできる環境整備に努めてまいります。 

 

Ⅰ  長野労働局の組織と所掌事務 
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長野県内においては、近年、雇用情勢が「堅調に推移している」一方で、全国を上回るスピードで少子高齢化が

進行し、若者の県外流出もあって、人口が減少し、働く人たちも減っています。 

このような中で、地域がその活力を維持し、県内の産業・企業が持続的に成長していくためには、将来を担う若

者を惹きつけ、女性、高齢者など多様な人材の活躍が一層促進されるような、仕事と生活の調和がとれた魅力あ

る雇用・職場環境を実現することが喫緊の課題となっています。 

長野労働局（以下「局」という。）では、企業において、多様な人材が、その希望と能力に応じて、健康で安心して

活き活きと働くことができる職場環境の実現や、一人一人の労働生産性を高め、継続的な賃上げの流れを後押し

することにより、成長と分配の好循環を推し進める「働き方改革」の取組を推進するため、局、労働基準監督署及

び公共職業安定所（以下「局署所」という。）が一体となって各種施策を進めてまいります。 

 

有効求人数・有効求職者数・有効求人倍率の推移（季節調整値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県における将来の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）平成 30 年 3 月 
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Ⅱ  はじめに 
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局が総合労働行政機関として機能し、地域や国民からの期待に真に応えていくためには、四行政分野 （労

働基準、職業安定、雇用環境・均等、人材開発）の各行政が施策を総合的、一体的に運営していく必要があ

ります。 

このため、働き方改革の推進など、複数の行政分野による対応が必要な施策については、労働局長（以

下「局長」という。）のリーダーシップの下、雇用環境・均等室が中心となって本省からの指示内容等を局

内に共有し、局内外の調整を図り、署・所が一体となって施策を進めていくことが重要です。 

また、労働問題に関するあらゆる分野の相談については、総合労働相談コーナーにおいてワンストップ

で受け付け、必要に応じ局内各課室、署・所へ取り次ぐことや、それぞれの重点課題の対応に当っては、集

団指導、説明会など事業主や労働者が一堂に会する行事等の予定を局署所間で共有し、調整の上、合同開

催とするなど、効果的・効率的に行うための方策を追求し、講じてまいります。 

また、令和元年東日本台風災害からの復旧・復興支援や新型コロナウイルス感染症の影響等に係る対応

については、地域の労働者や企業に寄り添い、全力を挙げて取組みます。 

 

 

 

▶迅速かつ公正な労災保険の給付 

労災保険事業について、次の各項目を重点として、被災労働者等からの労災請求に対する迅速かつ公正

な労災保険給付を図ります。 

① 過労死等事案に係る的確な労災認定 

② 石綿関連疾患に係る的確な労災認定 

③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底 

④ 請求人等への懇切・丁寧な対応 

 

▶雇用保険制度の安定的かつ適正な運営 

雇用保険事業について、次の各項目を重点として、制度の安定的かつ適正な運営を確保しつつ、失業等

給付の支給により、求職活動中の生活の保障及び再就職の促進等を図ります。 

① 適正な雇用保険適用業務の運営 

② 雇用保険受給資格者の早期再就職の促進 

③ 教育訓練給付制度の周知 

④ 不正受給の防止 

 

▶労働保険適用徴収業務の適正な運営 

労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期するため、労働保険の未手続事業の積極的かつ的確な 

Ⅲ  

２ セーフティネットとしての労働保険制度の的確な運営 

 長野労働局・労働基準監督署・ハローワークを通じた「働き方改革」を始めとする施策の 
総合的、一体的な運営確保 １ 

総合労働行政機関としての施策の推進 
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把握及び手続指導を行うとともに、収納未済歳入額の縮減を図るべく、適正かつ実効ある滞納整理等を

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶働き方改革関連法の概要 

時間外労働の上限規制 

（労働基準法 2019 年 4 月施行 ※中小企業事業主は

2020 年 4 月施行） 

・36 協定の上限時間は、１か月 45 時間、年 360 時間を原則 
臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間以内、単月 100
時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）
以内 
【時間外労働の上限規制にかかる適用猶予の事業・業務】 
※自動車運転業務、建設事業、医師の業務等について、施行５年

後に上記上限規制を適用 

年次有給休暇の取得 

（労働基準法 2019 年 4 月施行） 

・使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働
者に対し、毎年５日、時季を指定の上取得させる 

フレックスタイム制の清算期間 

（労働基準法 2019 年 4 月施行） 
・フレックスタイム制の「清算期間」を１か月から３か月に延長 

中小企業の割増賃金率引き上げ 

（労働基準法 2023 年 4 月施行） 
・月 60 時間超の時間外労働の割増賃金率を 50％に引き上げ 

高度プロフェッショナル制度 

（労働基準法 2019 年 4 月施行） 

・自律的な働き方を希望する方々が高い収入を確保しながら、メリ
ハリのある働き方をできるよう、本人の希望に応じた自由な働き
方の選択肢を提供 

・健康確保措置を講じるとともに、対象者を限定 

労働時間の把握義務 

（労働安全衛生法 2019 年 4 月施行） 

・すべての人の労働時間の状況を、客観的な方法その他適切な方法
により把握 

産業医への情報提供の充実 

（※50 人未満の事業場は努力義務） 

（労働安全衛生法 2019 年 4 月施行） 

・事業者から産業医への情報提供を充実・強化 
・産業医の活動と衛生委員会との関係を強化 

勤務間インターバル（※努力義務） 

（労働時間等設定改善法 2019 年 4 月施行） 

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間以上
の休息時間（インターバル）を確保 

正規労働者と非正規労働者との不合理な 

待遇差の禁止 

（パートタイム・有期雇用労働法 2020 年 4 月施行 

※中小企業事業主は 2021 年 4 月施行） 

（労働者派遣法 2020 年 4 月施行） 

 
・同一企業内の正規と非正規（パート、有期、派遣）との間で、基

本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を禁止 
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 
・上記にかかるものを含め、裁判外紛争解決手続（行政 ADR）の規

定をパート・有期・派遣各労働者について整備 
 

Ⅳ  働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進 
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中小企業・小規模事業者等が、働き方改革を実現することができるよう、中小企業・小規模事業者等に寄り添っ

た相談・支援を進めます。また、労使を通じた働き方・休み方の見直しや、長時間労働につながる取引環境の見

直しなどを進めます。 

 

 

 

 

【資料】 

「毎月勤労統計調査（再集計）」(規模 30 人以上) 

(大臣官房統計情報部雇用統計課) 

長野県分の数値は同結果 

(長野県企画振興部統計室) 

 

 

 

 

▶働き方改革推進支援センターによる事業者等の支援 

中小企業 ・小規模事業者等の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進支援センター」による

ワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、出張相談、セミナー等を行います。 

 

▶長野県就業促進・働き方改革戦略会議を通じた全県的取組 

労働施策総合推進法に基づく協議会である 「長野県就業促進 ・働き方改革戦略会議」（以下「戦略会議」

という。）については、中小企業・小規模事業者の働き方改革が円滑に進むよう、長野県をはじめ構成団体

の協力を得て、会議を開催します。また、戦略会議において策定した、基本方針及びアクションプランに

基づき取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 中小企業・小規模事業者等に対する支援 

1,824 
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1,673 
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年間総労働時間の推移
年間総実労働時間数（長野県） 年間総実労働時間数（全国）

年間所定労働時間数（長野県） 年間所定労働時間数（全国）

時間

「長野県就業促進・働き方改革戦略会議」において、働き方改革が長野県

の産業や企業の持続的な発展のために不可欠であるとの認識の下に、「長

野県就業促進・働き方改革戦略会議 当面の取組方針」を平成 31 年３月に

策定し、この取組をオール信州で推進するとともに、行政、労使、関係団体

が連携して、信州をより魅力的で活力のあるものとしていくために、同会議

の構成団体が、令和元年５月に５項目から成る「信州『働き方改革』共同宣

言」を行いました。 

 

【宣言文における実施項目】 

①新たな法制度に基づいて時間外・休日労働の縮減を図るとともに、３６協

定が必要となる場合には適正な内容での締結を徹底する。 

②年次有給休暇について年５日の確実な取得を図るなど、計画的かつ積極

的な取得を進める。 

③ライフステージに応じた働きやすい職場環境づくりを進め、積極的に女性

のキャリアアップを促進する。 

④非正規労働者の一層の活躍促進のため、雇用形態にかかわらない公正

な待遇の確保、不合理な待遇差の解消に取り組む。 

⑤短時間正社員制度などの多様な働き方を導入する。 

 信州『働き方改革』共同宣言 
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▶長時間労働の是正 

・生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援 

生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業や傘下企業を支援する事業主団体に対す 

る助成、働き方･休み方改善ポータルサイトによる企業の好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサル

タントによる専門的な助言・指導等を行います。 

・勤務間インターバル制度の導入促進 

導入マニュアル、助成金制度等を活用して、長時間労働が懸念される企業等への導入促進を図って

いきます。 

・長時間労働につながる取引環境の見直し 

大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた改善を図っ

ていきます。 

・年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進 

制度等について周知徹底を図り、年休の取得しやすい環境の整備に努めます。 

 

・労働時間制度等に関する相談対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・長時間労働の是正に向けた監督指導の実施状況 

長時間労働の是正及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時

間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による

過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する的確な監督指導を実施します。 

○時間外労働時間が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場への監督指導の実施状況 

  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度（1 月速報） 

監督指導実施事業場数 596 592 274 

うち、何らかの労働基準関 

法令違反があった事業場数 

488 

(違反率 81.9％) 

453 

(違反率 76.5％) 

174 

（違反率 63.5％） 

うち、違法な時間外労働を

行っていた事業場数 

330 

(違反率 55.4％) 

285 

(違反率 48.1％) 

87 

（違反率 31.8％） 

２ 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 

時間外・休日労働協定（36 協定）を含む労働時間制度全般

について、全監督署に設置している「労働時間相談・支援コ

ーナー」での、特に中小企業に対する、きめ細やかな助言・

指導を行います。 

・同コーナー利用者数     

令和元年度  2,402 人（1 月末時点）  

平成 30 年度  2,352 人 
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▶労働条件の確保・改善対策 

・改定最低賃金額の周知等 

改定最低賃金額の積極的な周知を行うとともに、監督指導等を通じ、履行確保を図ります。 

最低賃金（種類） 時間額 効力発生日 

長野県最低賃金 848 円 令和元年 10 月 4 日 

特定（産業別） 

最低賃金 

計量器等製造業 892 円 令和元年 11 月 27 日 

はん用機械器具等製造業 903 円 令和元年 11 月 27 日 

各種商品小売業 855 円 令和元年 12 月 31 日 

印刷、製版業 850 円 令和元年 12 月 31 日 

 

▶安全で健康に働くことができる職場づくり 

・第 13 次労働災害防止推進計画重点業種等の労働災害防止対策の推進 

令和元年の県内の労働災害による死亡者数は 14 人（前年比５人減少）、また、休業４日以上の死傷

者数（以下「死傷者数」という。）は 2,107 人（前年比 13 人減少）で、死亡者数は大きく減少したも

のの、死傷者数は 2,000 人を超え、前年に引き続き高水準となっています。 

このため、第 13 次労働災害防止推進計画（13 次防）の目標を達成するために、関係団体等とも連

携・協働し、同計画における重点業種等※の労働災害防止対策を推進します。 

併せて、令和元年東日本台風の被害に係る復旧工事における労働災害の防止の徹底を図るとともに、

増加傾向にある高年齢労働者や外国人労働者の労働災害防止対策を推進します。 

※ 製造業、建設業及び陸上貨物運送事業等の業種のほか、転倒災害及び熱中症等の災害の型。 

・メンタルヘルス対策や治療と仕事の両立支援の健康確保対策 

長野産業保健総合支援センター、がん診療連携拠点病院等の関係機関と緊密に連携し、過重労働・

メンタルヘルス対策の徹底、治療と仕事の両立支援の推進を図ります。また、がん診療連携拠点病院

における出張相談や職業紹介などの就職支援と事業主向けセミナーなどを積極的に実施します。 
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どのような雇用形態、就業形態を選択しても納得できる待遇が受けられ、多様な働き方を自由に選択できるよ

うにするため、非正規雇用労働者の均等・均衡待遇を進めます。 

 

▶雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

・パートタイム・有期雇用労働法、改正労働者派遣法の施行への対応 

改正法の適正な履行確保に向けて、事業主等に対して法制度の周

知を図り、労働者が安心して相談できる相談窓口を設置します。ま

た、令和３年４月に適用される中小企業・小規模事業主については、

「働き方改革推進支援センター」において、アウトリーチ型支援や出

張相談、セミナー実施等により、きめ細やかな相談支援を行います。 

 

▶非正規雇用労働者のキャリアアップの推進等 

・「キャリアアップ助成金」の活用 

「キャリアアップ助成金」の活用により、非正規雇用労働者 

の待遇改善や正社員転換等を実施した事業主を支援します。 

・労使への周知啓発 

無期転換ルールを円滑に運用するため、労使への周知啓発を徹底します。 

 

▶柔軟な働き方がしやすい環境整備等 

テレワークの普及促進に向けて、雇用型テレワーク、自営型テレワークの就業環境の整備を進めるとと

もに、副業・兼業の環境の整備について、様々な機会を通じて周知を図っていきます。 

 

 

 

 

職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント

等、職場におけるハラスメント対策を総合的に推進します。 

 

▶職場におけるハラスメント撲滅対策の集中実施 

パワーハラスメントを防止するため改正された労働施策総合推進法の円滑な施行に向けて、あらゆる機

会を通じて、改正法や指針等の周知徹底を図ります。 

【職場におけるパワーハラスメントの構成要素】 

職場において行われる以下の①から③までの３つの要素を全て満たすもの。 

    ① 優越的な関係を背景とした言動であって、 

    ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

    ③ 労働者の就業環境が害されるもの 

【６つの行為類型】 

   〇身体的な攻撃 〇精神的な攻撃 〇人間関係からの切り離し 

 〇過大な要求  〇過小な要求  〇個の侵害 

パワーハラスメント防止対策義務の施行 

大企業 令和 2 年 6 月 1 日 

中小企業 令和 4 年 4 月 1 日 

３ 多様な働き方を実現するための公正な待遇の確保及び環境整備の推進 

4 総合的なハラスメント対策の推進 
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▶労働関係紛争の早期解決の促進 

いじめ・嫌がらせについては、総合労働相談コーナーにおける個別相談をはじめ、局長による助言・指

導の効果的な実施や紛争調整委員会によるあっせんの迅速な対応等により、個別労働紛争の早期の解決を

図ります。 

また、ハラスメントの相談にあたっては、各ハラスメントに係る法の紛争解決援助制度の活用を含めた

対応を行うとともに、法令違反が疑われる事案に対しては、積極的な報告徴収等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶65歳以上への定年引上げの推進 

・65歳以上への定年引上げ、66歳以降の継続雇用に向け、65歳超雇用推進助成金等の活用を図り、企業

への働きがけを進めます。 

▶生涯現役支援窓口における再就職支援 

・生涯現役支援窓口（長野・松本・上田・飯田・伊那・篠ノ井・佐久・諏訪所）において、高年齢者と企

業双方のニーズに応じた、65歳以上の高年齢求職者の再就職支援に取り組みます。 

・60歳以上専用求人の確保にあたり、求人者の課題やニーズを踏まえた求人票作成支援を実施します。 

「平成 30 年度個別労働紛争解決制度施行状況」より 

Ⅴ  

1 高齢者の就労・社会参加の促進 

高齢者、就職氷河期世代、女性等の多様な人材の活躍促進、人材投資の強化 
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・生涯現役促進地域連携事業の普及を図り、市町村における高齢者の活躍を支援するとともに、シルバー

人材センターによる高齢者の就業促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶就職氷河期世代専門窓口等における支援 

・ハローワーク長野及び松本の就職氷河期世代専門窓口において、就職氷河期世代に対するキャリアコン

サルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求人開拓などにより、総合的な

支援を実施します。 

・「短期資格等習得コース事業」に基づく、訓練と職場体験等の一体型訓練を行い、職業訓練受講給付金を

活用した支援に取り組みます。 

・特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）を活用し、事業主・対象労働者に対

し、適切な制度運用を図ります。 

・長野県内に就職氷河期世代等の支援に社会全体で取り組む気運を醸成し、官民協働関係者で構成するプ

ラットフォームを形成・活用します。 

・地域若者サポートステーションについて、就職氷河期世代の無業者の支援のため対象年齢を49歳まで拡

大し、ハローワークの専門窓口との連携体制を構築します。 

 

 

 

 

▶ユースエール認定制度の情報発信及びわかもの支援コーナー等における支援 

・ユースエール認定制度について、新卒者を始めとする若者に対する積極的な情報発信や重点的なマッチ

ング等に取組みます。 

・わかもの支援コーナー等において、個別相談や各種セミナー、定着支援等の実施など、正社員就職促進

に向けた支援に取組みます。 

2 就職氷河期世代活躍支援プランの実施 

3 若者に対する就職支援 

98.3 98.5 99.3 
91.0 

98.9 99.4 99.6 99.9 100.0 99.9 

56.2 58.4 59.3 

70.8 
75.9 76.9 78.1 79.8 81.6 

82.7 

19.2 21.2 22.3 20.6 22.4 24.0 24.4 25.8 29.5 32.3 

0
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100

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

長野県内の高年齢者雇用状況（31人以上規模企業）

高年齢者雇用確保措置実施企業

希望者全員が65歳以上まで働ける企業

70歳以上まで働ける企業

（％）

※雇用確保措置実施企業割合は平成 25 年

4 月に制度改正（継続雇用制度の対象者を

限定できる仕組みの廃止）があったため、平

成 25 年以降と平成 24 年以前は単純に比較

できない 
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女性の活躍推進を更に進めるため、改正女性活躍推進法の周知徹底を図り、男女を問わず仕事と生活を両立

しながらキャリア形成できる支援の取組を促進していきます。 

 

▶女性の活躍推進等 

・女性の活躍推進 

女性活躍推進法等の改正により義務づけられる

301 人以上企業の行動計画の目標数、情報公表数 

について履行確保を図るとともに、周知徹底を図 

ります。 

・雇用の分野における男女の均等な機会 

及び待遇の確保の推進 

男女の均等な機会、妊娠・出産を理 

由とする不利益取扱いの禁止等につ 

いて、男女雇用機会均等法に基づく 

報告徴収や紛争解決援助の仕組みを 

積極的に活用し、法に沿った雇用管 

理がなされるよう、取り組みます。 

 

 

4 女性活躍の推進 
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▶マザーズハローワーク等における支援 

マザーズハローワーク等（長野・松本・上田・飯田）において、子育て中の女性等を対象とした職業相

談・職業紹介を実施します。 

 

▶仕事と家庭の両立支援の推進 

・育児・介護休業法の周知及び履行確保 

育児・介護休業法に基づく両立支援制度について、履行確保及び周知徹底を図ります。 

・男性の育児休業取得促進等を含む仕事と育児の両立ができる職場環境 整備 

「パパ・ママ育休プラス」や 「パパ休暇」、「育児休業制度等の個別周知」など、育児休業取得等を促

進する制度の周知を行うなど、男女とも仕事と育児が両立できる職場環境の整備を図ります。 

・仕事と介護の両立ができる職場環境整備 

介護休業制度等の周知を行うとともに、両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）の支給を通

じて、仕事と介護が両立できる職場環境整備を図ります。 

・次世代育成支援対策の推進 

一般事業主行動計画について、労働者数 101 人以上の義務企

業の届出等の徹底を図り、併せて、「くるみん」認定や「プラチ

ナくるみん」認定の取得促進を図ります。 

 

 

 

 

▶公務部門及び民間企業における障害者雇用の推進 

・公務部門における障害者雇用を推進するための職場見学会等を実施するとともに、雇用する障害者の定

着支援を推進するために職場適応支援者を活用し、支援体制の強化を図ります。 

・ハローワークと地域の関係機関が連携し、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障害者雇用

ゼロ企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫したチーム支援等を実施し、中小

企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化を図ります。 

 

▶精神障害者・発達障害者の就労支援の強化 

精神障害者に対する就労支援を推進するため、就労パスポートの普及促進を図るとともに、精神科医療

機関とハローワークとの連携による支援等を行う。また、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座に

より、職場における精神障害者・発達障害者を支援する環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 障害者の就労促進 
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▶外国人材の雇用管理改善に向けた相談・指導 

外国人材の地域における安定した就労を促進するため、事業主に対する外国人の雇用状況届出制度や外

国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理セミナーの開催、外国人雇用管理アドバイザーによる相談支援

等、雇用管理改善に向けた相談・指導等の充実を図ります。 

 

▶外国人求職者に対する相談業務の充実 

外国人雇用サービスコーナーに配置している通訳員や、多言語コンタクトセンター （10 ヶ国語対応の電

話通訳）を活用することにより、外国人求職者に対する相談業務の充実と円滑化を図ります。 

 

 

 

 

▶ハローワークと地方自治体との連携等 

・地方自治体への常設窓口の設置や福祉事務所等への巡回等により、ハローワークが地方自治体と連携し

て生活保護受給者等の就職支援を実施します。 

 

 

 

 

▶ハローワークと矯正施設等との連携等 

・ハローワークが矯正施設や保護観察所への駐在・巡回相談等を行い、刑務所出所者等の就労支援を実施

します。 

 

 

 

 

▶人材確保支援の充実 

福祉、建設、警備、運輸分野等雇用吸収力の高い分野については、ハローワーク長野、松本に設置する

「人材確保対策コーナー」を中心に地方公共団体や関係機関とも連携し、当該分野への就職支援を行うと

ともに、求人充足を支援します。 

 

▶関係機関と連携した施策の推進 

介護分野については、福祉人材センターと、医療分野については、長野県ナースセンターとそれぞれ連

携し、保育分野については、「保育士マッチング強化プロジェクト」を推進し、求職者向けセミナー、事業

所見学会、就職面接会等に取組みます。 

 

 

６ 外国人材受入れの環境整備 

７ 生活保護受給者等の就労支援 

９ 人材確保対策の総合的な推進等 

８ 刑務所出所者等の就労支援 
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○労働基準関係法令に直接係わらない解雇、労働条件の 
変更等をめぐる労働者と使用者との紛争に関する相談 

○複数の分野にまたがる問題に関する相談 
○事業主からのいじめ、嫌がらせ、パワハラ等に関する相談 

 
 
○職場における男女の均等な取扱いに関する相談 
○職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等 

による不利益取扱いに関する相談 
○母性健康管理に関する相談 
○育児・介護休業法に関する相談及び労使との紛争に関する相談 
○パートタイム・有期雇用労働に関する相談 
○男女均等取扱い、パートタイム労働について労使との紛争に関する相談 
○有給休暇、労働時間、賃金制度等の改善に関する相談 

 
 
○女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出及び認定申請に関する相談 
○両立支援等助成金に関する相談 
○次世代法に基づく行動計画の策定・届出及び認定申請に関する相談 
○育児休業給付・介護休業給付に関する相談 

 
 
○解雇に関する相談 
○賃金不払い等に関する相談 
○有給休暇、労働時間等に関する相談 
○最低賃金に関する相談 

 
 
○職場における危険な作業等に関する相談 
○職場における健康管理等に関する相談 

 

 

○労災保険の申請や給付に関する相談 

○労災年金受給者の年金・介護問題等に関する相談 

○労災保険の加入に関する相談 

 
 
○雇用保険の申請や給付に関する相談 
○雇用保険の加入に関する相談 
 
 

○求職・求人に関する相談 
○障害者の雇用に関する相談 
○高齢者の雇用に関する相談 
 
 
 

○労働者派遣に関する相談 

 

 

○外国人労働者の職業相談 

○外国人の雇用管理に関する相談 

○外国人労働者の労働条件に関する相談 

 

○公共職業訓練や求職者支援訓練等に関する相談 

 

【総合労働相談コーナー】 

各労働基準監督署及び労働局雇用環境・均等室の 

施設内に設置

男女の均等取扱い、育児・介護休業、及びパートタイム労働に関する相談をしたいとき 

女性の活躍推進、次世代法等に関する相談をしたいとき 

労働条件に関する相談をしたいとき 

職場の安全・健康管理等に関する相談をしたいとき 

労災保険に関する相談をしたいとき 

雇用保険に関する相談をしたいとき 

就職活動等に関する相談をしたいとき 

外国人の就労に関する相談をしたいとき 

スキルアップに関する相談 

どこに相談してよいかわからないとき 

労働局雇用環境・均等室 

労働局雇用環境・均等室

所轄のハローワーク又は労働局職業安定課 

所轄の労働基準監督署又は労働局監督課 

所轄の労働基準監督署又は労働局賃金室 

所轄の労働基準監督署又は労働局健康安全課 

所轄の労働基準監督署又は労働局労災補償課 

所轄の労働基準監督署又は労働局労働保険徴収室 

所轄のハローワーク又は労働局職業安定課 

所轄のハローワーク又は労働局労働保険徴収室 

所轄のハローワーク又は労働局職業安定課 

所轄のハローワーク又は労働局職業安定課・ 
職業対策課 

所轄の労働基準監督署又は労働局監督課 

所轄のハローワーク又は労働局訓練室 

上記 総合労働相談窓口 

総合労働相談窓口 

 
■相談先一覧  労働関係に関する相談をしたいときは・・・ 

 

所轄のハローワーク又は労働局職業対策課 

労働者派遣に関する相談をしたいとき 

所轄のハローワーク又は労働局職業対策課 

労働局需給調整事業室 
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労働基準監督署（各署に総合労働相談コーナー設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

名称  電話番号 FAX 番号 

総務部 
総務課 026-223-0550 026-223-0587 

労働保険徴収室 026-223-0552 026-223-6751 

雇用環境・均等室 026-227-0125(代表) 026-227-0126 

労働基準部 

監督課 026-223-0553 026-223-0591 

健康安全課 026-223-0554 026-223-0591 

賃金室 026-223-0555 026-223-0591 

労災補償課 026-223-0556 026-223-0591 

職業安定部 

職業安定課 026-226-0865 026-226-0157 

職業対策課 026-226-0866 026-226-0157 

訓練室 026-226-0862 026-226-0157 

需給調整事業室 026-226-0864 026-226-0157 

署名 郵便番号 所在地 電話番号 

長 野 署 380-8573 長野市中御所１－２２－１ 026-223-6310 

松 本 署 390-0852 松本市大字島立１６９６ 0263-48-5693 

岡 谷 署 394-0027 岡谷市中央町１－８－４ 0266-22-3454 

上 田 署 386-0025 上田市天神２－４－７０ 0268-22-0338 

飯 田 署 395-0051 飯田市高羽町６－１－５ 0265-22-2635 

中 野 署 383-0022 中野市中央１－２－２１ 0269-22-2105 

小 諸 署 384-0017 小諸市三和１－６－２２ 0267-22-1760 

伊 那 署 396-0015 伊那市中央５０３３－２ 0265-72-6181 

大 町 署 398-0002 大町市大町２９４３－５ 0261-22-2001 

所名 郵便番号 所在地 電話番号 

長 野 所 380-0935 長野市中御所３－２－３ 026-228-1300 

マザーズコーナー長野
長野新卒応援ハローワーク 380-0835 長野市新田町 1485-1 

もんぜんぷら座４Ｆ 
026-228-0333 
026-228-0989 

松 本 所 390-0828 松本市庄内３－６－２１ 0263-27-0111 

松本新卒応援ハローワーク
(ヤングハローワーク松本) 

390-0815 松本市深志１－４－２５ 
松本フコク生命駅前ビル 1Ｆ 0263-31-8600 

上 田 所 386-8609 上田市天神２－４－７０ 0268-23-8609 

飯 田 所 395-8609 飯田市大久保町２６３７－３ 0265-24-8609 

伊 那 所 396-8609 伊那市狐島４０９８－３ 0265-73-8609 

篠 ノ 井 所 388-8007 長野市篠ノ井布施高田８２６－１ 026-293-8609 

飯 山 所 389-2253 飯山市飯山１８６－４ 0269-62-8609 

木 曽 福 島 所 397-8609 木曽郡木曽町福島５０５６－１ 0264-22-2233 

佐 久 所 385-8609 佐久市原５６５－１ 0267-62-8609 

小 諸 出 張 所 384-8609 小諸市御幸町２－３－１８ 0267-23-8609 

大 町 所 398-0002 大町市大町２７１５－４ 0261-22-0340 

須 坂 所 382-0099 須坂市墨坂２－２－１７ 026-248-8609 

諏 訪 所 392-0021 諏訪市上川３－２５０３－１ 0266-58-8609 

岡 谷 出 張 所 394-0027 岡谷市中央町１－８－４ 0266-23-8609 

 
長野労働局のご案内 

長野労働局 

労働基準監督署 

ハローワーク 

ハローワーク出張所 

長野労働局 
ひと、くらし、 
みらいのために 

厚生労働省 

労働基準監督署・ハローワーク   

長野労働局 
 所在地 〒380-8572 長野市中御所 1-22-1 

公共職業安定所（ハローワーク） 


